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【
高
齢
者
対
象
】
無
料
の
歯
科
健
診
を
実
施

問 

伊
奈
庁
舎
国
保
年
金
課  

☎
58
‐
２
１
１
１
（
内
線
４
４
０
７
）

環
境
保
全
審
議
会
委
員
を
募
集
し
ま
す

問 

谷
和
原
庁
舎
生
活
環
境
課  

☎
58
‐
２
１
１
１
（
内
線
３
３
０
１
）

募　集

開催します・募集します

　

高
齢
者
の
口
腔
機
能
の
低
下
や
肺

炎
な
ど
の
疾
病
を
予
防
す
る
た
め
、

無
料
の
歯
科
健
康
診
査
を
実
施
し
ま

す
。
期
間
は
、
9
月
1
日
㈮
〜
12
月

31
日
㈰
で
す
。
歯
科
医
療
機
関
の
休

診
日
を
除
き
ま
す
。
対
象
者
に
は
、

８
月
に
案
内
を
送
付
し
ま
す
。

▼
対
象
者
＝
後
期
高
齢
者
医
療
被
保

　

険
者
で
、
平
成
29
年
３
月
末
時
点

　

の
年
齢
が
、
満
75
歳
、
満
80
歳
、

　

満
85
歳
の
方

▼
受
診
場
所
＝
茨
城
県
歯
科
医
師
会

　

所
属
で
、
本
事
業
を
実
施
す
る
歯

　

科
医
療
機
関
。
実
施
歯
科
医
療
機

　

関
に
つ
い
て
は
、
案
内
に
同
封
し

　

て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
茨
城
県
後

　

期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
ま
で
お

　

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
受
診
回
数
＝
１
年
度
に
つ
き
１
回

▼
実
施
方
法
＝
案
内
が
届
い
た
ら
、

　

同
封
し
て
あ
る
、
実
施
歯
科
医
療

　

機
関
一
覧
表
の
中
か
ら
ご
希
望
の

　

歯
科
医
院
に
予
約
し
、「
被
保
険
者

　

証
」「
受
診
券
」「
受
診
票
」「
健
康

　

手
帳
」「
歯
ブ
ラ
シ
」
を
持
っ
て
、

　

受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

期
間
は
９
月
〜
12
月
末
、

対
象
者
に
は
案
内
を
送
付
し
ま
す

※
「
受
診
票
」
の
「
問
診
項
目
」
は

事
前
に
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

▼
健
診
内
容
＝
問
診
、
口
腔
内
の
状

　

態
の
検
査
や
、
口
腔
機
能
の
評
価

　

市
で
は
、
環
境
の
保
全
に
関
す
る

総
合
的
で
長
期
的
な
施
策
を
「
つ
く

ば
み
ら
い
市
環
境
基
本
計
画
」
と
し

て
定
め
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
掲
げ

た
、
市
が
実
施
す
る
具
体
的
な
取
り

組
み
を
「
つ
く
ば
み
ら
い
市
環
境
基

本
計
画
実
施
計
画
」に
定
め
ま
し
た
。

　

こ
の
実
施
計
画
を
継
続
的
に
運
用

し
、
改
善
を
図
る
た
め
の
組
織
と
し

て
環
境
保
全
審
議
会
を
設
置
し
ま

す
。
設
置
に
あ
た
り
、
市
民
の
皆
さ

ん
の
ご
意
見
を
計
画
に
取
り
入
れ
る

た
め
、
次
の
と
お
り
環
境
保
全
審
議

会
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

▼
募
集
人
数
＝
３
人

▼
任
期
＝
委
嘱
の
日
（
９
月
予
定
）

　

か
ら
２
年
間

▼
内
容
＝
「
つ
く
ば
み
ら
い
市
環
境

　

基
本
計
画
実
施
計
画
」
の
進
捗
状

　

況
や
事
業
の
効
果
に
つ
い
て
の
点

　

検
・
評
価
。
ま
た
、
水
道
水
源
の

　

保
全
の
た
め
の
協
議
な
ど

▼
応
募
資
格
＝
環
境
全
般
に
関
心
の

　

あ
る
20
歳
以
上
の
市
民
で
、
平
日

　

の
日
中
に
開
催
す
る
会
議
に
継
続

　

的
に
参
加
で
き
る
方

▼
応
募
方
法
＝
応
募
用
紙
に
必
要
事

　

項
と
応
募
の
動
機
や
環
境
施
策
に

　

関
す
る
意
見
を
記
載
し
、
生
活
環

　

境
課
へ
持
参
す
る
か
、
郵
送
ま
た

　

は
メ
ー
ル
で
応
募
し
て
く
だ
さ
い
。

※
応
募
用
紙
は
生
活
環
境
課
窓
口
に

あ
り
ま
す
。
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

▼
受
付
期
限
＝
８
月
18
日
㈮

※
郵
送
の
場
合
は
当
日
消
印
有
効
。

▼
応
募
先
＝
〒
３
０
０
‐
２
４
９
２

　

つ
く
ば
み
ら
い
市
加
藤
２
３
７
番

　

地　

つ
く
ば
み
ら
い
市
役
所
生
活

　

環
境
課

    seikatu01@
city.tsukubam

irai.
lg.jp

健　康

　

な
ど

※
受
診
料
は
無
料
で
す
が
、
歯
科
健

診
に
引
き
続
き
治
療
を
行
う
場
合
に

は
別
途
料
金
が
か
か
り
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　

茨
城
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合　

事
業
課　

☎
０
２
９
―
３
０
９

‐
１
２
１
２

いばらき身障者等用駐車場利用証

　このコラムで以前「外見ではわかりにくい障がい」に
ついてご紹介しましたが、そんな方にこそ使っていただ
きたいのが「いばらき身障者等用駐車場利用証」です。
公共施設や商業施設などにある身障者等用駐車場に車を
止める際に，この利用証を提示することにより駐車しや
すくなります。家族の運転する車に同乗する場合でも利
用できます。
  見た目にはわかりにくい障がいを持っている方が、身
障者等用駐車場のスペースに車を止めた場合、周りから
「障がい者じゃないじゃないか」とあらぬ誤解を受ける
ことがあるかもしれません。でも、これを使えば安心し
て駐車できます。

伝えます！障がいのこと
　　　　～障がい者支援コラム　Vol. ９～

　この利用証は、車の中（ルームミラー）に吊り下げて
使うものです。ホームセンターに売っているような車の
外側に貼るタイプのものは、駐車場利用証ではありませ
んので、ご注意ください。
  
【対象者】次の①～⑥の方です。
①身体障害者手帳所持者
※障がいの種類によって○級以上という規定があります。
詳しくはお問い合わせください。
②療育手帳所持者で、等級がⒶまたはＡの方
③精神障害者保健福祉手帳１級所持者
④介護保険の要介護状態区分が「要介護１」以上
⑤指定難病特定医療費受給者証または小児慢性特定疾患
　受給券の交付を受けている方
⑥母子健康手帳の交付を受けている方（妊娠７カ月～産
　後６カ月に限る）
　　伊奈庁舎社会福祉課　☎ 58‐ 2111（内線 4101）問


